
令和 5 年度 船橋市立二和小学校 経営方針 

                                       船橋市立二和小学校 

                                  校長  山田 和隆 

 

 

 今年度も、学校教育目標である「夢に向かってがんばる かしこい子（知） 心ゆたかな子（徳） たくましい子

（体）」の実現に向け、子供たちが、「今日も学校楽しかった」「明日の学校が楽しみだな」と感じることのできる学

校生活を送ることができるよう、職員一同一丸となって取り組んでまいりますので、なお一層のご理解・ご協力をお

願いいたします。 

 

１．基本方針 

① 船橋の教育２０２０の推進計画に基づき、その目標の達成に努める。 

② 児童一人一人を生かす教育を目指し、児童の自主性・主体性を基にした教育を推進する。 

③ 児童・保護者・地域社会が信頼しうる学校づくりを目指し、開かれた学校を推進する。 

④ 安全で安心できる環境を整え児童の心身のより良い発達を目指す。 

 

２．学校教育目標 

「夢に向かってがんばる かしこい子（知） 心ゆたかな子（徳） たくましい子（体）」 

                
「 か し こ い 子 」…学力，判断力，決断力,問題解決能力、自己決定力 

   「心ゆたかな子」…思いやり，優しさ，感謝の心，協調性・受容性、和やかな心 

「 た く ま し い 子 」…肉体的にも精神的にもたくましい、健やかな体 

 

（１）めざす児童の姿－豊かな心を持ち，主体的でより良い自分や社会を築くことができる児童－ 

      ・相手の痛みのわかる思いやりのある子 

   ・進んで学習する子 

   ・たくましい子 

   ・はげましあってやりぬく子 

・話がしっかり聞ける子 

 

（２）めざす教職員の姿－児童をかけがいのない存在として心から向き合うことができる教職員－ 

・児童一人一人の努力，輝きを見逃さず心から賞賛できる教職員 

・心身ともに健康で実践力のある教職員 

・自己研鑽に励み，児童や保護者から信頼される教職員 

 

（３）めざす学校の姿 －安全安心のもと，児童にとって夢や希望が満ち溢れ，活気のある学校－ 

・児童一人一人が自己存在感を実感できる学校 

・地域に開かれた学校 

・挨拶，歌声が響き，情操を高める教育環境が整備された学校 

 

 

３ 本年度の経営の重点と具体的方策 

（１） 社会の中で協調し，自立できる児童の育成 

 〇教育活動に主権者教育の視点を取り入れ，社会の将来の形成者として意識向上を目指す。 

 〇より良い自分を築くために物事に主体的にかかわり自ら実践し向上しようとする意欲を育む。 

  



（２）基本的学習習慣の定着と基礎学力の向上 

 〇基礎的・基本的学習内容の定着を図るため，繰り返し学習や学び直しができる指導を推進する。 

 〇全国学力テスト等による児童の実態把握をすすめ，それをもとに指導内容の重点化を明確にする。 

〇体験的活動，問題解決的学習を取り入れた指導を充実させるとともに，GIGAスクール構想に基づきICTを活 

用した学習を推進する。 

〇生徒指導の機能を生かした「わかりやすい授業」「一人一人が大切にされる授業」を推進する。 

 

（３）国際理解教育の推進  

〇英語活動のカリキュラムに沿った系統的な学習を推進するとともに，総合的な学習の時間や教科等を通し，国 

際理解教育の充実を図る。 

 

（４）読書活動の推進  

〇読書を通して本に慣れ親しむことにより，心豊かに，人間としての生き方について深く考える児童の育成と，学習

への内発的な動機付けに繋がるようにする。 

 

（５）道徳教育の推進と道徳の授業の充実  

〇一人ひとりの個性や能力を尊重し，自他の「生命」を大切にする心を育成する。 

〇相手の痛みのわかる思いやりのある児童の育成を目指す。いじめは絶対に許さないという強い意志を以て、そ

の根絶に向けて児童一人一人の内面に訴えていく。 

 

（６）特別支援教育の充実  

〇支援を要する児童のニーズを正しく把握し，適切な指導の充実に努める。 

〇校内委員会の組織を機能させ，個々に応じた合理的配慮の提供を推進する。 

 

（７）総合的学習の時間の改善 

〇体験的・探求的学習を推進するとともに，他教科等との関連を深める。 

〇地域の教育資源を積極的に活用するとともに，探究的な学習と共同的な取り組みを通して，より良く問題を解

決する力を育てる。 

 

（８）健康安全教育の推進  

〇日頃の安全指導の充実と避難訓練等により，安全・防災に対する意識や自助・共助の精神に基づいた実践

力を喚起する。 

〇体育の授業，休み時間の体育的活動の充実と体育的行事の充実を図り体力向上を図る。 

 

（９）基本的生活習慣の確立と生徒指導の充実  

〇あいさつの励行や言語環境を整えるとともに，共感的な児童理解を深め，発達段階に応じた指導を進める。 

〇スクールカウンセラーと連携して教育相談体制の充実を図り，児童の健全な心の成長を促す。 

 

（1０）学習環境の整備 

〇学校周辺や学校施設・設備を教職員・保護者・児童一丸となり，その整備に努めるとともに，ごみのない清潔

感のある学校を目指す。 

 

（1１）開かれた学校の推進 

〇学校運営協議会の機能を生かしたり，外部評価に基づき教育計画を改善したりすることにより教育活動の充実 

を図る。 

〇各種たより，HP 等による情報発信を積極的に行うとともに，学校行事等を公開し，開かれた学校づくりを

推進する。 


